
 

 

８ いじめ問題発生時の対応マニュアル 
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対応体制（チーム編成） 

○ 加害者及びその保護者に対する指導   

○ 被害者及びその保護者に対する支援   

○ 観衆・傍観者及びその保護者への指導 

 校長 ・ 教頭 

事実確認 

○ 被害者及び関係者からの聞き取り ○ 保護者への連絡 ○ 情報の共有 

対 応 協 議 

いじめ認知 

関係機関等との連携 

○ 心の支援室 

○ 教育事務所、SC等 

○ 警察 他 

○ 継続的支援・見守り 

○ 保護者との連携 

○ 生徒間の関係修復 

県教育委員会への報告 

生徒指導係・生活支援委員・養護教諭 

担任・学年人権教育係  

加害者、被害者の所属関係教職員 

 

被害者とその 

保護者への対応 

加害者と観衆

的立場の者と

その保護者へ

の対応 

傍観者的立場の

者とその保護者

への対応 

危機管理 

マニュアル 

継続的支援 
新たないじめの 

未然防止・早期発見 

いじめ情報のキャッチ 


